
船舶事故調査報告書 

令和２年１月２２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和元年５月３１日 １１時１４分ごろ 

発生場所 大分県国東
くにさき

市大分空港東方沖  

大分空港飛行場灯台から真方位０８０°７.５海里付近 

（概位 北緯３３°３０.０′ 東経１３１°５２.６′） 

事故の概要 セメント運搬船第二十五すみせ丸は、北北西進中、また、漁船

新漁
しんりょう

丸は、えい
．．

網しながら南進中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和元年６月１２日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ セメント運搬船 第二十五すみせ丸、７４９トン 

   １３４６１０、エスオーシー物流株式会社 

Ｂ 漁船 新漁丸、４.９８トン 

 ＯＴ３－８６７７（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 船首部に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 西、風力 １、視界 不良 

海象：海上 平穏  

 事故の経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、約９ノット（kn）の速力（対

地速力、以下同じ。）で自動操舵により北北西進中、船長Ａが右舷船

首方から南進する漁船２隻を認め、針路を右に転じて左舷を対して通

過した後、元の針路に戻して北北西進を続けた。 

船長Ａは、海上保安庁から漁船と衝突した可能性があるとＶＨＦ無

線電話で連絡を受けた後、海上保安庁の調査を受け、後日、Ａ船とＢ

船とが衝突したことを知った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約２.２kn の速力で、底引き網

をえい
．．

網しながら南進中、船首方に漁船２隻及び船尾方に僚船１隻が

南進中であることを認めていたが、後部甲板で漁獲物の選別作業に注

意を向けていたところ、Ｂ船の船首部とＡ船の右舷船尾部とが衝突し

た。 

船長Ｂは、Ａ船がそのまま航行を続けていたので、電話で所属漁業

協同組合にＡ船と衝突したことを連絡し、同組合から海上保安庁に伝

えられた。 



 

分析 Ａ船は、北北西進中、船長Ａが、右舷船首方から南進する別の漁船

２隻を認めて避航した後、南進するＢ船に気付かないまま元の針路に

戻して航行を続けたことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、底引き網をえい
．．

網しながら南進中、船長Ｂが、船尾甲板で

漁獲物の選別作業に注意を向け、Ａ船に接近していることに気付かず

に航行を続けたことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が底引き網をえい
．．

網しながら南

進中、船長Ａが、南進する別の漁船２隻を認めて避航した後、南進す

るＢ船に気付かないまま元の針路に戻して航行を続け、また、船長Ｂ

が、船尾甲板で漁獲物の選別作業に注意を向け、Ａ船に接近している

ことに気付かずに航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられ

る。                               

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 


